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国土審議会 水資源開発分科会 調査企画部会（第６回） 

平成２０年８月２９日（金） 

 

 

【西川水資源政策課長】  それでは、時刻になりましたので、国土審議会水資源開発分

科会調査企画部会を開会させていただきたいと存じます。 

 開会の前に配付資料の確認をさせていただきます。配付しております議事次第の下の段

に資料リストがございます。まず、資料１が先生方の名簿でございます。それから資料２

といたしまして、右肩に資料２と打ってあります。「総合水資源管理について（中間とりま

とめ）（案）」でございます。あと、メーンテーブルの先生方のところには、これまでの部

会における資料の抜粋版、ちょっと分厚いものでございますが、用意してあります。以上

でございますが、お手元に全部そろっておりますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、早速ですが、第６回の調査企画部会を開会させていただきます。 

 議事に入ります前に、幾つかご報告を申し上げます。まず本日は、定足数の半数以上の

ご出席をいただいておりますので、国土審議会令第５条第１項及び第３項に規定に基づき、

会議は有効に成立しております。 

 児玉先生、ご出席と伺っております。間もなくお見えになるのではないかと思っており

ます。あと本日は、櫻井先生、佐々木先生、古米先生、惠先生は所用があり、残念ながら

ご欠席ということでございます。 

 また、本日の会議は公開で行っておりまして、一般の方にも傍聴いただいておりますこ

と、また、議事録についても、各委員の先生方に内容をご確認いただいた上で、発言者名

も含めて公表することとしておりますことをご報告申し上げます。 

 一般からの傍聴者の皆様のおかれましては、会議中の発言は認められておりませんので、

よろしくお願いいたします。また、会場内の撮影はここまでとさせていただきます。 

 それでは、ここからの進行は虫明部会長によろしくお願いいたします。 

【虫明部会長】  では、本日の議事に入ります。今回の部会は、これまでに５回開催し

た本部会の議論を踏まえて、事務局において中間取りまとめの案が用意されておりますの

で、これについて検討の上、取りまとめを行いたいと考えております。 

 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

【廣木水資源調査室長】  それでは、ご説明させていただきます。資料２でございます。
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今回の資料でございますけれども、先ほど部会長からお話もありましたように、今まで５

回にわたりましてご議論いただいたものを文章に中間取りまとめという形でまとめさせて

いただいたものでございます。今まで５回にわたりまして活発なご議論、それから幅広い

ご提言をいただいたところでございます。そうした部会としてのご議論の取りまとめとい

う性格もございますので、関係機関とは基本的に未調整の資料であるということを最初に

ご報告申し上げ、ご理解賜われればと思ってございます。 

 また、この案につきましては、８月の半ばに１回、素案ということでお配りしたものに

対しまして、いろいろまた幅広いご意見をちょうだいいたしております。それをできる限

り反映をさせていただいたものでございます。 

 それでは、ご説明をさせていただきます。１枚はぐりまして目次というのがございます。

「はじめに」から始まりまして、「総合水資源管理への転換の必要性」「総合水資源管理へ

の考え方」「総合水資源管理の体系と計画等の内容」「必要な措置と体制」と、それぞれ細

目を含めてございます。 

 それでは、中身でございます。次のページ、１ページでございますけれども、これから

先は私が説明するよりも一つ一つ読み上げさせていただいたほうがご理解が深まると思っ

ておりますので、読み上げをさせていただきます。 

 はじめに 

 我が国においては、高度経済成長期における大都市圏を中心とした慢性的な水不足等に

対応するために水資源開発が積極的に推進されてきた。その結果、水源施設等の整備がな

お必要な地域もあるものの、全体としてはかつてほどの渇水に見舞われることは少なくな

っており、国民の多くにとって、水資源に関する関心は薄れているように見える。 

 しかし、多くの施設が高度経済成長期に整備され、それらが老朽化することへの対処、

大規模地震等への緊急時への備え、安全でおいしい水や豊かな環境を望む国民の期待への

対応など、多くの課題が残されている。 

 加えて、平成１９年に公表された「気候変動に関する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）の第４

次評価報告書は、気候システムの温暖化には疑う余地がないことを示した。我が国におい

ても、今後、雨の降り方の変化や少雪化等によって渇水が頻発するなど、水資源に大きな

影響が出るおそれがある。現代社会では水が使えることを前提として社会経済活動が成り

立っており、ひとたび大渇水が発生した際の国民生活や経済活動への影響は甚大なものと

なる。 
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 このような問題意識のもと、平成１９年１２月１３日に開催された国土審議会水資源開

発分科会において、気候変動等によるリスクを踏まえた水資源分野における対応策につい

て当部会で検討することとされたところである。 

 これまでの水資源政策は、増大する水需要に対し新たな水資源開発により供給量のキャ

ッチアップを図ることを主眼に展開されてきたが、今後は、水を持続的に活用できる社会

の実現と健全な水循環系の構築を目指して、需要の管理、地下水や雨水・再生水の利用、

水質の向上など多面的な内容を含む「総合水資源管理」に移行していかなければならない。

その関係者は、利水者、ダムや水路等の水資源施設の整備主体・管理主体や河川管理者、

住民その他水に関わる多くの主体にわたる。 

 今回提案する「総合水資源管理」は、水資源にはさまざまな課題が顕在化しており、さ

らに今後気候変動によって渇水の頻発などの影響が生じることが懸念されることを踏まえ、

水量と水質、平常時と緊急時、地表水と地下水・再生水、上・中・下流等を総合的・一体

的にとらえて水資源を総合的にマネジメントする方策である。本取りまとめは、この「総

合水資源管理」について、流域を単位として水にかかわる関係主体による協議会における

協議を経てマスタープランを作成することなどの基本的な考え方や、マスタープランに盛

り込むべき内容等についての大枠を、これまでの検討をもとに中間的に取りまとめたもの

である。 

 総合水資源管理の具体化に向けては、関係する主体の意見を幅広く聞きつつ概念・内容

を精査していく必要がある。本中間取りまとめにより、関係者の間で「総合水資源管理」

に対する理解が深まり、各界各層における議論が喚起されることを願っている。 

 総合水資源管理への転換の必要性 

 顕在化している水資源の課題 

 我が国においては、大都市圏を中心とする水需要の急増に対応して水資源開発が実施さ

れてきたところである。それにより施設整備が相当程度進捗した一方で、近年は水需要は

横ばいもしくは減少傾向となり、水需要に供給が追いつかない状況からは脱却しつつある。 

 しかし、安全でおいしい水や豊かな環境等に対する国民の意識が高まっている中で、水

資源については、以下の課題が顕在化している。 

 施設の老朽化の進行等による施設機能低下リスクの増大。 

 我が国のダム、河口堰、用水路等の水資源の開発または利用のための施設（以下「水資

源施設」という）及びそれ以外の水の供給や排水のための上水道施設、下水道施設等（以
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下「水資源関連施設」という）は、高度経済成長期以降急増する需要に対応すべく急ピッ

チで整備が進められてきたところであるが、現在それらの施設の老朽化が進行しており、

施設機能低下の潜在的なリスクが増大している。 

 大規模地震等による水供給等障害リスクの増大 

 近年、阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震など大きな地震が頻発しており、東海・東

南海・南海地震などさらに大規模な地震発生が懸念されている。大規模地震や、施設老朽

化に伴う事故等により水供給に支障が出た場合、社会経済活動に大きな影響が及ぶおそれ

がある。また、下水道施設や都市排水施設が損壊し、水処理及び排水に支障が出た場合、

周辺環境や社会経済活動、下流の水供給への影響が懸念される。 

 安全でおいしい水、豊かな環境への要請 

 国民の中に「安心して飲める水」「おいしい水」へのニーズが高まっている。河川や湖沼

の水質は、下水道等の整備や排水規制の強化等によって、河川については環境基準達成率

は総体としては上昇傾向にあるものの渇水年には流量減少のため低下が見られ、湖沼につ

いては近年改善の兆しが見られるが達成率そのものが低くとどまっている。上水道の異臭

味被害も長期的には改善してきているがここ数年は横ばいであるなど、引き続き水質向上

への取り組みが必要な状況である。 

 また、農地・宅地等としての開発・利用、流域の土地利用による水質汚濁、河川の改修

などに伴い、多様な生物の生息・生育拠点でもある河川沿いの湿地帯や河畔林、渓畔林が

減少する等、陸水域、生態系への影響が見られる中で、近年、都市やその周辺に残された

緑地や水辺などの自然環境の保全に対する国民的要請も高まっており、さらに農村環境の

質的な向上、河川や水路などの身近な水域の水環境を改善するために環境用水を導入する

ことにも高いニーズがある。 

 水系全体で見ると課題の残る施設配置と利用 

 水資源施設は、高度経済成長期以降の水需要急増の中で、それぞれ利水者の事業参画を

得て順次建設されてきたものである。このため、施設の配置と利用形態が水系全体で見て

最適となっているとは言えず、例えば複数のダムの利水容量と治水容量を振り替えること

によってそれぞれの機能の効率化を図る余地が残されている。 

 また、都市部においても、取水や排水の施設がそれぞれ設置当時の社会的要請、設置目

的に応じて順次整備され、結果的に、汚濁の著しい流入支川や工場・事業所や下水処理場

等の排出口と、上水道の浄水場の取水口が混在する複雑な配置となっている箇所が見られ、
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浄水処理に負荷がかかり、水質事故のリスクの高い箇所も存在する。現時点で見ると、そ

れらの配置について改善の余地がある箇所も見られる。 

 進まない需要面の弾力的水利用・節水 

 社会経済情勢の変化等により用途ごとの需給にアンバランスが生じた場合には、地域の

実情に応じ、関係者の相互の理解により、用途間をまたがった水の転用が実施されている

が、水資源の有効活用の観点からは、さらに推進方策が検討されていい。 

 また、渇水調整については、水系ごとに水需要や水資源施設の整備状況を踏まえ、利水

者間の合意のもとで経験が積み上げられてきたところであるが、利水者の節水努力の喚起

や既存施設の有効活用といった観点からなお改善の余地が見られる。 

 適正な保全と管理がなされていない地下水 

 地下水は、最も身近な水源の一つであるが、高度経済成長期以降の過剰な揚水による地

盤沈下の発生に対処するため、採取規制や地表水への水源転換等が進められた。これによ

り、近年では全国の地盤沈下の状況は、面積的にはおおむね減少傾向にある。しかし、現

在でも渇水時には地下水採取の急激な増加によって地盤沈下の進行が見られるほか、法的

規制対象外の地下水揚水施設が増加していることの地盤沈下への影響が懸念されている。

逆に、一部では地下水位の再上昇による地下構造物の浮き上がりといった新たな問題も発

生している。また、地下水の汚染は汚染原因が不明な場合が多く、浄化対策の実施割合も

低くとどまっているほか、今後は、温暖化に伴う海面上昇の影響により、臨海部における

地下水の塩水化がさらに拡大することが懸念されている。 

 他方で、地下水は地震等の緊急時の貴重な水源として期待されている。 

 水源地域をはじめとする流域の保全 

 これまでの都市への人口や産業の集中、都市域の拡大、産業構造の変化、過疎化・高齢

化の進行等を背景に、ふだんの河川流量の減少、湧水の枯渇、各種排水による水質汚濁等

が顕著となり、流域における水循環に課題が生じている。 

 特に、水源地域については、ダム上流の水源林等が土砂、流木の流出防止等を通じて、

水源の保全及びダム機能の維持等に寄与しているが、木材価格の低迷や過疎化・高齢化の

深刻化等による地域の疲弊等により、間伐等の手入れの不足による森林の荒廃が進むこと

になれば「水資源の起点」としての役割を十分に果たせなくなることが懸念されている。 

 温暖化への対応の必要性 

 ２００７年に公表された「気候変動に関する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）の第４次報告書
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においては、２０世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源

の温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性が非常に高いとされ、地球温暖化に伴

うリスクを低減させる方策として、温室効果ガスの排出削減を行う「緩和策」と、地球温

暖化による避けられない影響への対応を図る「適応策」を組み合わせる必要があることが

示された。そして、適応策についてはこれまで以上に強力な施策が必要であるとされ、適

応策が必要な分野の一つとして水資源分野が挙げられた。 

 我が国においては、近年、少雨化や降水量の変動の増大によって既に水利用の安定性が

低下しているところであり、地球温暖化の進行により、今後水資源にさらに深刻な影響が

及ぶことが懸念されるところである。 

 水需要の超長期的な見通しを立てることは困難ではあるが、我が国の人口減少や経済の

グローバル化といった社会変化の大まかな仮定に基づいて試算すると、５０～１００年後

には、全体として約１割程度の減少となると試算される。 

 他方で、今後数十年～百年を見通した我が国の気候変動に関する予測研究によれば、約

１００年後には年間及び夏季、秋季の降水量が増大する一方で冬季、春季には西日本を中

心に少雨傾向となり、また、日降水量が１００㎜以上の年間日数、無降雨日数ともに増加

するというように、年間の降雨パターンが変化することが予測されている。中でも、夏季

については降水量の増加とともに変動幅も拡大することが予測され、大渇水の発生が懸念

される。 

 また、日本海側を中心に積雪量が大きく減少し、融雪時期も早まると予測される。この

ため、水資源を雪解け水に依存している地域においては、代かき期などの水の需要期の河

川流量が減少して水不足が発生し、代かきの時期をずらしても従前ほどの水量が得られな

い状況が生じるおそれがある。 

 温暖化による水質への影響については、未解明の部分が多いが、気温上昇、水温上昇、

降雨パターンの変化によって、感染症への影響、有害物質の流入といった水の安全面への

影響や、濁り、異臭味、着色など水のおいしさへの影響、さらに生態系への影響が懸念さ

れるところである。 

 加えて、台風の大型化により高潮災害時の浸水被害による水供給停止のリスクが高まっ

ているほか、海面上昇によって沿岸部の地下水が塩水化し、取水に影響を及ぼすおそれが

ある。 

 また、水の供給・処理は電力等のエネルギーを大量に消費している側面があり、地球温
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暖化の緩和策の観点からは、エネルギー使用量の削減が課題である。 

 総合水資源管理への転換の必要性 

 これまで述べたように、現在水資源が直面する課題は多岐にわたっている。また、例え

ば、河川の水質は流量にも大きく影響されること、渇水時において地表水の代替として地

下水の利用が増加するなど、相互に関連を有している。さらに、複数の主体による取水口

と排水口の混在による水質リスクへの対応、既存施設の震災・事故リスクへの対応、増大

する渇水リスクへの対応、水源地域の活性化のように、同じ水系に水資源に依存する地域

の中での利害調整や合意形成等が必要なものが少なくない。また、温暖化の進行は、これ

らの課題にさらに悪影響を与えることが予想される上、これまではなかった新しい課題を

発生させる可能性も否定できない。 

 このような状況に対応するためには、従来行われてきた、個々のテーマへの対応や個別

施策分野ごとの対応にとどまらず、分野横断的な対応として、一つの水系に依存する流域

（集水域及び関連する利水域、排水域、氾濫域。以下同じ）を単位として、水にかかわる

関係主体が連携・調整しながら、水量と水質、表流水と地下水、平常時と緊急時を総合的・

一体的に考え、対策の適切な組み合わせ、適切な順序での施策を行うことが必要である。 

 特に、渇水に対しては、さまざまな需要側の対策と供給側の対策を平素から講じておく

ことが重要である。 

 このため、水資源政策においては、従前の水資源開発による量的な充足を優先する“開

発”を主とする方策から、気象変動を見据えた水源開発も含め、多くの課題の解決を図る

総合的な“マネジメント”へと施策を転換することが必要である。 

 総合水資源管理の考え方 

 従来の水資源の課題は、主として人口の増加や産業の急激な発展に伴い急増する水需要

に対応できる供給量をいかに確保するかであり、水資源に関する政策もそのために構築さ

れ、推進されてきた。 

 しかし、現在の直面する水資源の課題は、Ⅰで述べたように多岐にわたり、かつ、相互

に関係を有している。さらに、同じ水系に水資源を依存する地域の中での利害調整や合意

形成が必要なものが少なくない。 

 したがって、これからの水資源政策は、水を持続的に活用できる社会の実現と健全な水

循環系の構築を理念として、安全で安心な潤いのある水の恵みを享受できることを基本目

標とすべきである。 
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 そして、水にかかわる多様な主体が緊密に連携・調整しながら、生態系を維持する豊か

な水環境に配慮しつつ、循環している水を社会活動に良質な水資源を十分に確保するため

に利用・制御することにより、最適な水資源配分を図り、もって水を持続的に活用できる

社会の実現と健全な水循環系の構築を実現することを目指して水資源を総合的にマネジメ

ントする「総合水資源管理」を基本的な考え方とすべきである。 

 これまでに水資源に関する施策や事業が河川水からの供給の確保、水質規制、地下水の

採取規制等の各分野において努力されてきたものの、水量と水質、平常時と緊急時、地表

水と地下水、再生水利用、上流・中流・下流といった水資源の全体像に関する俯瞰的な視

点を欠き、ややもすれば相互の連絡調整が十分になされていなかったことにかんがみ、総

合水資源管理においては、水循環の基本となる流域を単位として、水資源の総合的な管理

に関するマスタープランを関係主体の協議と合意のもとに作成し、それに沿って、水資源

に関連する各主体における施策が円滑かつ調和のとれた形で推進されることが肝要である。 

 なお、総合水資源管理は、関係者の合意のもとで広く理解と協力を得て進める必要があ

る。したがって、密接な関係を有する治水、環境等の分野における取り組みについても、

マスタープランの中で触れ、関連施策も含めた施策パッケージを提示し、当該流域におけ

る“水に関する全体像”を可視化することが重要である。 

 総合水資源管理の体系と計画等の内容 

 総合水資源管理の体系 

 総合水資源管理という新たな方策の検討・実施に当たっては、流域ごとのマスタープラ

ンの作成に共通する、全体としての基本的な概念や考え方、具体的な施策づくりの方針等

を、国が関係行政機関の協議のもとに基本方針としてあらかじめ整理し、提示する必要が

ある。 

 流域ごとに総合水資源管理を実施していくに当たっては、多くの分野における多数の関

係主体の理解と協力が必要であることから、関係主体による常設の場（流域総合水資源管

理協議会（仮称））を設け、そこでの協議を通じて流域単位のマスタープラン（総合水資源

管理基本計画（仮称））を策定する必要がある。 

 総合水資源管理基本計画（仮称）を作成する流域については、基本的には、Ⅰで述べた

さまざまな課題に対応することが国家的に見て重要であると考えられる水資源開発促進法

における水資源開発水系の流域及びそれらに準ずる水系の流域を対象とすることが適切と

考えられる。それらの流域については、協議会における協議を踏まえて、国において計画
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を策定することとすることが妥当と考えられる。なお、計画策定の対象とする流域を選定

する際には、将来発生すると見込まれる影響の大きさも考慮することが望ましい。 

 また、総合水資源管理を国が行うべき流域を除く流域について、総合水資源管理が必要

と考えられる場合に計画策定を行うことができる仕組みについて、さらに検討することが

必要である。 

 以上を踏まえた総合水資源管理の体系は、以下に示すとおりである。 

 次のページにまいります。 

 総合水資源管理に関する基本方針（仮称） 

 総合水資源管理に関する基本方針（仮称）は、これに基づいて流域ごとの総合水資源管

理基本計画（仮称）が作成されることなる、総合水資源管理についての国としての基本的

な方針である。記載される内容は、総合水資源管理の内容に関する基本的な概念や国とし

ての考え方、流域ごとの具体的な施策づくりに当たって必要となる情報の共有化と公開、

流域総合水資源管理協議会（仮称）の枠組み、施策実施の促進方策と連携の強化などに関

する基本的な取り組み方針等が考えられる。 

 総合水資源管理基本計画（仮称） 

 計画の構成 

 総合水資源管理基本計画は、流域を単位として、Ⅰにおいて述べたような当該流域にお

ける水資源の現状と課題を明らかにした上で、総合水資源管理の基本的な目標を定め、目

標達成のため必要な事業など総合水資源管理の具体的な施策について記載する。 

 具体的な施策の記載については、“水に関する全体像”を可視化するという役割を果たす

ことができるよう、その内容を適切に取捨選択し、わかりやすく提示する必要がある。 

 総合水資源管理基本計画の構成は以下のとおりである。 

 総合水資源管理基本計画の構成 

 １.水資源の現状と課題 

 ２.総合水資源管理の基本的な目標 

 ３.総合水資源管理の具体的な施策 

（１）施策の整備及び運用並びに維持管理 

 既存施設の改築・維持管理、水資源施設の効率的運用 新たな施設の整備、地震等災害

時・水質事故時等における危機管理、水資源の持つ自然エネルギーの有効活用 

（２）需要の管理 
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 水需要の総合調整、雨水・再生水の利用の促進、渇水時における対応 

（３）水量・水質の一体的管理 

（４）地下水の管理 

（５）流域の保全 

 流域の水循環の健全化、水源地域の保全 

 なお、総合水資源管理基本計画においては、後述する流域総合水資源管理協議会におけ

る協議を経て、具体的な施策を記載するものだとする。 

 計画の内容の考え方については、３－２以下に述べる。 

 総合水資源の基本的な目標の考え方 

 総合水資源管理基本計画の基本的な目標は、以下に述べる水量の面での安全度の確保と

質の向上であるが、総合水資源管理基本計画は、渇水時、災害・事故時の対応や地下水の

管理といった多面的な内容を不運でおり、それらの施策の目標は、具体的な施策項目のそ

れぞれにおいて掲げるものである。 

 水量についての基本的な目標は、当該流域における水利用の安全度（例えば、近年の２

０年間に２番目の規模の渇水時においても安定的な水の利用を確保、など）を地域の実情

を踏まえて設定し、計画年次における水の用途別の需要量の見通しと、気候変動に伴う河

川の流況の変化によりダム等の水源施設が当初計画どおりの施設能力を発揮できないこと

（施設の実力低下）を反映した供給可能量を踏まえ、需要側の対策（需要の管理など）と

供給側の対策（施設の整備及び運用並びに維持管理）によって需給のギャップを埋め、安

全度を確保していくこととする。 

 なお、供給可能量の算出に当たっては、気候変動の進行により施設の供給実力が今後ま

すます低下していくおそれがあることを念頭に置く必要がある。また、少雪化・融雪の早

期化によって代かき期の農業用水不足が生じるといった時期的な需給バランスにも留意す

ることが必要である。 

 質の向上については、その基本的な目標である水質環境基準を確保し、その上で水質の

確保と水量の確保が相互に密接に関連することを踏まえ、流域内の水利用と水環境にとっ

て必要と考えられる水質を、必要な箇所において必要な水量を確保するよう設定し、流域

における水質汚濁メカニズム、水質改善対策の実施状況等を踏まえ、水質汚濁の発生・排

出段階から水域内での対策までが流域が一体となって総合的に水質改善を推進することに

より、安全で良質な水資源の確保を図ることとする。 
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 総合水資源管理の具体的な施策 

 総合水資源管理のために行う具体的な施策項目ごとに、現時点での課題、総合水資源管

理基本計画に掲げるべき目標及び具体的な施策内容、施策を実現していく上での配慮すべ

き事項について述べる。 

 施設の整備及び運用並びに維持管理 

 既存施設の改築・維持管理 

 水資源施設や水資源関連施設は、高度経済成長期以降の水需要の急増に対応すべく急速

に整備が進められたことから、今後、老朽化施設の割合が急激に増大していくことが見込

まれている。建設から年数を経過した施設は、現在の基準で必要とされる耐震性を有して

いない場合が多く、また、施設の管理費用等の増加、施設の老朽化や災害等に起因する断

水・漏水事故や取水障害・水質汚濁等の発生リスクの増大が懸念される。 

 上記の課題を踏まえ、流域全体における施設の更新コスト及びリスクを低減し、国民に

安全かつ安心、効率的なライフライン機能を永続的に維持することを目標とし、流域内の

施設管理者や利水者が連携して、既存施設の適正な保全管理を実施する。具体的に総合水

資源管理基本計画には、以下の項目について掲げる。 

 ・流域全体における既存施設の諸元や老朽化の状況、影響範囲、地形や社会経済状況、

主要施設が事故・損壊した場合のリスク分析の結果等 

 ・リスク分析の結果を踏まえた流域内の施設の改築や維持管理にかかる基本方針 

 ・主要施設に関する改築事業（対象施設の諸元、老朽化状況、影響範囲、工期、補強・

改築方法） 

 計画の策定に当たっては、施設管理者に施設に関する情報提供を求めるとともに、不足

する施設情報の収集、リスク分析等を行うための調査を実施する必要がある。改築事業の

実施に当たっては、リスクへの対応を早急に進める観点から、財政措置の充実や、利水者

負担を平準化する仕組みの整備等の措置を講ずることが望ましい。 

 また、農業水利施設の多くは集落の協同活動により維持管理が行われてきたが、近年の

農村構造の変化に伴う集落機能の低下により地域共同活動が衰えているため、新たに地域

住民をはじめとする多様な主体の参画を得た集落機能の再構築に向けた取り組みが行われ

ているところであり、それにより、農業水利施設の維持管理が適切に行われていくことが

期待されている。 

 水資源施設の効率的運用 
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 気候変動等により渇水リスクが高まる可能性のある一方で新たな水源開発が困難になる

状況の中で、水利用の安全性を確保するためには、既存施設を活用して供給能力を増大さ

せる方策が必要である。具体的には既存ダム施設の嵩上げによる利水能力の増大策や、既

存ダム施設の貯留や放流といった運用方法の改善による供給能力の向上等の対応が考えら

れる。 

 上記のような状況を踏まえ、平素から供給側で水供給能力の増大に資する施設運用を講

じておくことで、渇水時の需給ギャップの縮減を図る必要がある。具体的に総合水資源管

理基本計画には、以下の事項を掲げる。 

 ・既存施設を活用して整備に加える事業（ダム嵩上げ、ダム群連携（複数ダムを導水路

で結ぶもの）に係る施設整備の概要等） 

 ・施設の運用方法を改善する事業（ダムの統合運用及びダムの弾力的運用に係る運用ル

ールの改善等） 

 ・ダム群再編（ダム間の容量振り替え）事業（容量振り替えの内容及びそのために必要

な施設整備の概要等） 

 計画の策定に当たって、ダム群再編については、最新の事業がまだ実施計画調査段階で

あることを踏まえ、事業を行うための法的な整理（ダム使用権の移転の要否等）が必要と

なる。ダムの弾力的運用については、気象予測技術やダム操作技術の向上が望まれる。 

 また、水資源施設の効率的運用は、その方法によっては河川環境等に悪影響が及ぶ区域

が発生しうること等に留意して検討がなされる必要がある。 

 新たな施設の整備 

 気候変動に伴う河川流況の変化や当該地域の実情を踏まえて当該流域において目標とす

る水利用の安全度が設定されることになるが、これを達成するためには需要側の対策と既

存施設の有効活用に加え、新たな水資源施設や水資源関連施設の整備が必要となる場合が

ある。 

 具体的に総合水資源管理基本計画には、新たに整備する施設の基本的な事項（事業目的、

事業主体、施設の概要、予定工期等）を掲げる。 

 地震等災害時・水質事故時等における危機管理 

 大規模地震・事故時の水資源施設や水資源関連施設の損壊・故障等による機能の低下が

懸念される。また、テロ等による施設損壊や有害物質の混入等による水供給機能の低下も

懸念され、これらの緊急時のリスクへの対応策を講じることが不可欠となっている。 
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 上記のような課題を踏まえ、地震等災害、水質事故時においても、国民生活上最低限求

められる水量・水質を確保することを目標とし、危機管理に係るハード対策とソフト対策

を一体的に実施する。 

 具体的に総合水資源管理基本計画には、以下の項目について掲げる。 

 ・流域内における既存施設の耐震補強の状況や、取水停止時の緊急対応としての調整池

や連絡管、予備取排水工等のバックアップ施設の配置状況 

 ・既存施設の諸元情報や主要施設のリスク分析結果を踏まえ、バックアップ施設を整備

する事業（対象施設の諸元、影響範囲、工期等） 

 ・流域内における緊急時の対応体制や、連絡連携方策、各施設管理者や利水者及び関係

機関による対応資材の保管・備蓄情報・計画、水質監視体制、水質汚染源情報等 

 また、水質事故対応を効率的に実施するには、既存の施策と調整し、水質事故時に汚染

発生源を迅速に特定するための観測設備やデータの収集・解析システム等の仕組みを整備

することが望ましい。 

 水資源の持つ自然エネルギーの有効活用 

 我が国において現在主たるエネルギー資源として利用されている化石燃料は、温室効果

ガスの発生源となるばかりでなく、現在、その価格が世界的に高騰している。 

 このため、今後は水資源の持つ自然エネルギーの有効活用を図る観点から、我が国のエ

ネルギー資源として再生可能かつクリーンな水力発電を改めて推進することが望まれる。

また、水資源の供給・処理に当たっても省エネルギー化が必要である。 

 従来我が国における水力発電の主たる源となっている大規模ダムは、今後、適地確保の

困難性や社会・環境問題等から大幅に増やしていくことが難しいことから既存水資源施設

等を活用した小水力発電の活用の推進等を図ることが望ましい。 

 また、既存水資源施設や水資源関連施設の更新時等に、重力エネルギーを活用できる施

設配置とするなどの省エネルギー化対策を推進していく必要がある。 

 これらのことから、本項目に関して総合水資源管理基本計画に掲げるべき事項は以下の

とおりである。 

 ・流域における水力発電、小水力発電の現況 

 ・流域における取水・排水施設等の施設配置、ポンプアップのためのエネルギー利用の

現況 

 ・既存ダムの嵩上げ等、水資源施設の改築を契機とした水力発電の増強方策 
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 ・既存水路等を活用した小水力発電の整備方策 

 ・取水・排水施設等における、ポンプアップのためのエネルギーを最小化できる、重力

を利用した施設配置方策 

 需要の管理 

 水需要の総合調整 

 気候変動による渇水リスクの高まりに対応するため、漏水率の低減などの利水者におけ

る効率的な水管理や、用途間の水利転用など水利用実態の変化に応じた水利調整によって、

限りある水資源を低コスト、低エネルギーでより一層合理的に活用することが求められて

いる。その実現に当たっては、関係者の利害調整が不可欠であり、その円滑な合意形成が

課題となっている。 

 また、ふだんの生活で節水を心がける国民が増えるなど、国民の間で“水を大切にする

意識”が高まっている。流域住民一人一人の水利用行動を渇水リスクへの対応に結びつけ

るためには、流域全体の関係者によって水を大切にする意識が共有され、具体的な水利用

行動に反映されることが必要である。 

 これらの課題に対応するためには「水を大切にする社会の構築」が必要であり、円滑な

水利調整、利水者及び流域住民の水を大切にする活動の取り組みを総合水資源管理基本計

画に掲げる。 

 円滑な水利調整 

 ・流域全体の水需給状況として、開発水量及び水利権量の現況、既に関係者間で合意さ

れた水利転用の現況及び見込み 

 ・水資源の有効活用や取水にかかるコスト、エネルギーを最小化する観点から今後推進

すべき水利調整や、それを円滑に行うために必要な措置 

 水を大切にする活動の取り組み 

 ・分野別の節水の現況と目標、利水者における水管理効率化の取り組み、節水広報の取

り組み、市民・集落・企業の節水の取り組みの現況と支援策 

 なお、水利用の抑制を進める意欲を高めるためには、節水がもたらす外部効果の貨幣価

値を計測して可視化し、上水道事業体の費用対効果分析に反映する仕組みづくりが検討さ

れることが望ましい。 

 雨水利用の促進 

 雨水の貯留・浸透及び利用は、雨水の流出を抑制し、都市水害の緩和に寄与するもので
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あり、その取り組みを通じて、水循環の健全化に向けた国民意識の啓発を図ることが期待

される。また、雨水利用は、渇水時には限界があるが、平常時には地表水・地下水への依

存を軽減し、水源の温存、利水安全度の向上に寄与するとともに、地震等の緊急時には緊

急用水としての利用が期待できるものであり、「水を大切にする社会の構築」のための重要

な取り組みである。 

 雨水利用に当たっては、利用のための施設整備に利用者の費用負担が伴うこと、費用対

効果が明確でない場合もあり、その普及が進まない状況となっている。 

 これにかんがみ、雨水の利用については、地域の実情に応じた利用の推進を図ることを

目標とする。 

 総合水資源管理基本計画に掲げる事項は以下のとおりである。 

 ・雨水利用の現況 

 ・平常時、緊急時等における利用の方針及び利用用途に応じた水量、水質の目標値 

 ・利用推進のための取り組み 

 また、計画の策定、実施に当たっては、以下の事項について検討し、反映させることが

望ましい。 

 ・雨水利用施設の技術基準等のガイドライン整備 

 ・利用用途に応じた水量、水質の目標値設定における、利用のコスト、安全性リスク、

エネルギー効率等の観点からの総合的な評価方法 

 再生水の利用の促進 

 再生水の利用は、平常時には地表水・地下水への依存を軽減し、水源の温存、利水安全

度の向上に寄与するとともに、地震等の緊急時には緊急用水としての利用が期待できるも

のであり、「水を大切にする社会の構築」のための重要な取り組みである。 

 特に、下水処理水に利用用途に応じた高度処理を施した下水再生水は、平常時から環境

用水等に利用され、有効な水資源としての活用が期待できるとともに、渇水時等には環境

用水から不足する用途へ利用の転換を図る等により、渇水等の軽減・回避を図ることが期

待できるが、さらなる活用を図る上では、利用が有効な域と供給可能な水量・水質等の条

件整理、渇水時の利用や不足する用途への転換ルールをあらかじめ明確にしておく必要が

ある。 

 また、個別・地区循環利用方式による再生水利用については、利用のための施設整備に

利用者の費用負担や維持管理の負担が伴うこと、費用対効果が明確でない場合もあり、そ
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の普及が進まない状況となっている。 

 これらにかんがみ、再生水の利用については、平常時、渇水時、及び地震等緊急時の水

資源として、その特性に応じた利用の推進を図ることを目標とする。 

 総合水資源管理基本計画に掲げる事項は以下のとおりである。 

 ・再生水の利用の現況 

 ・平常時、渇水時等における利用の方針及び利用用途に応じた水量、水質の目標値 

 ・利用促進のための取り組み 

 また、計画の策定、実施に当たっては、以下の事項について検討し、反映させることが

望ましい。 

 ・個別・地区循環利用方式による再生水利用施設の技術基準、水質基準等のガイドライ

ン整備 

 ・利用用途に応じた水量、水質の目標値設定における、利用のコスト、安全性リスク、

エネルギー効率等の観点からの総合的な評価方法 

 ・下水再生水利用の費用負担の考え方について、供給に要するトータルコスト、事業の

公益性、社会的効果等の観点からの総合的な方策 

 なお、下水再生水については、需要側の対策として整理しているが、供給側の対策の側

面もあわせ持っている。 

 渇水時における対応 

 渇水時における対応としては、利水者が協議して河川からの取水利用制限等を行う「渇

水調整」と、利水者や流域の住民、企業等による節水努力、利水者によるため池等の独自

水源や地下水等の代替水源の活用等がある。 

 渇水調整については、水利使用を調整する場である渇水対策協議会のメンバーには渇水

調整の経験や実績が蓄積されているものの、利用者の節水努力の喚起や既存施設の有効利

用といった観点からはなお改善の余地が見られ、また流域住民や企業を含めた関係者の一

層の協力を得る上で認知度や理解度の向上が課題となっている。 

 また、節水努力や独自水源・代替水源の活用といった利水者、流域の住民、企業等によ

る緊急対応については、その取り組み状況が関係者間で情報共有されていないため、効果

がわかりにくく、さらなる取り組みが進みにくい状況にある。 

 これらの課題に対応するため、経験や実績、自然・社会状況の変化を踏まえた渇水調整

の基本的な考え方と、渇水時における利水者、流域住民・企業等による緊急対応を総合水
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資源管理基本計画に掲げる。 

 渇水調整の基本的な考え方 

 ・渇水になる前にあらかじめ利水者間で合意すべき対応、渇水になった後に利水者間で

合意する対応（取水制限、ダム運用、情報の共有化と公開） 

 ・既存施設の有効利用に関する合意・検討事項（未利用水の扱い、一時融通等） 

 利水者、流域住民・企業等の渇水時の緊急対応 

 ・地下水等の代替水源・独自水源からの取水、利水分野別の対応、市民・企業による節

水努力、広報活動、その他の合意事項（緊急時の連絡管等） 

 上記の計画の策定に当たっては、地域の合意に基づいた現行の渇水対策の仕組みである

渇水対策協議会等の経験や実績を十分活用することが必要である。 

 円滑な渇水調整が行われるためには、流域全体の関係者で共通認識が醸成されることが

必要である。また、貴重な水資源を大切に使っていくためには地位住民の節水への協力が

不可欠である。そのため、渇水時における取水量情報が流域全体の関係者間で共有・公開

されることが必要である。 

 なお、水利用の調整を円滑に進める取り組み例として、海外では経済的なインセンティ

ブを与える仕組みが見られており、我が国においてもその内容を把握するとともに、我が

国への適用可能性について検討することは有用であると考えられる。 

 水量・水質の一体的管理 

 我が国の水資源行政はこれまで、水量の安定的確保を中心に進められ、水質については

衛生面と水域環境面からそれぞれ施策がとられてきた。 

 それらの結果として、公共用水域における水質の環境基準の達成率は全体的に改善傾向

にあるものの、湖沼においては依然として低い状況となっており、河川においては渇水年

に低下も見られる。また、時代の社会的要請に応じて順次整備されてきた取水、排水利用

は、現時点で改めて見た場合、複雑な施設配置となっており、浄水処理に負荷がかかり、

水質事故のリスクが高い箇所も存在している。排水規制や下水道整備、河川浄化対策等の

水質対策により水質改善が一定程度図られた流域においては、面源負荷対策等が進まない

と効果が上がらないといった課題が見られる。 

 一方で、安全でおいしい水、豊かな水環境、生態系への配慮に対する要請は高まってい

る。 

 水質は人の生命・健康、水のおいしさや、人と水とのかかわり、生物の生存基盤等に大
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きな影響を及ぼすが、これは水量と相互に密接に関係するものであるので、湖沼・貯水池、

河川等のより効果的・効率的な水質対策のためには、水源である森林や農地、都市を含む

流域全体で、関係者が連携調整のもと、水質の施策と水量の施策とを相互に調整をとりな

がら効果的に進めていく、水量・水質の一体的管理が必要である。 

 このことから、水質の基本的な目標である水質環境基準を確保し、その上で「必要な箇

所に、必要な水質を、必要な水量、より低コスト・低エネルギーで確保する」ために、流

域単位で水量・水質の情報を共有し、対策・連携方策を総合水資源管理基本計画に位置づ

けた上で実施し、その効果についても関係者間で共有を図ることが必要である。 

 なお、上記の「必要な水」には、上水、工水、農水等、人間の利用用途別の水のみなら

ず、河川やせせらぎ等の水等、生物や生態系並びに親水性といった流域水環境に必要な水

も含む。 

 水量・水質の一体的管理について総合水資源管理基本計画に掲げるべき具体的事項は、

水質目標の現況と具体的措置である。 

 水質目標の現況 

 ・流域における環境基準及び水道などの取水水質目標の現況並びにその達成状況・課題 

 ・流域における水環境目標の現況 

 具体的措置 

 ・流域単位の水量・水質の一体的管理実現のための具体的対策 

 ・環境基準を踏まえた水質対策（例えば、下水道整備、排水規制、面源負荷対策等）、安

全でおいしい水、良好な水環境を確保するための対策（例えば、環境用水の導入、河川浄

化対策、植生の保護、取水・排水地点の変更等） 

 ・対策の連携方策や役割分担、実施スケジュール等 

 上記の計画の策定、実施に当たっては、後述する流域総合水資源管理協議会（仮称）の

中に水質に関する全体調整・協議の核となる体制の形成、水の経路情報を含む水質関連情

報の共有化と公開による関係者間の共通認識の醸成、住民参加のための土壌づくりが必要

である。 

 一方、以下の事項についても検討し、必要に応じて取り入れることが望ましい。 

 ・環境基準の設定根拠にも含まれる「人間の五感」「生態系への配慮」等に関して、より

わかりやすく、住民の参加にも結びつく補助的な指標の検討、活用 

 ・既存の対策を含め、コスト・エネルギーの観点からの効果的・効率的な連携方法の調
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整・実施 

 ・取水水質の向上、コスト・エネルギー等の観点からの施設配置の変更、多点取水化に

対する制度的、財政的措置 

 ・既存の計画と調整し、基準点、取水地点における必要な水量・水質確保を目的とした、

ダム等の統合運用・補給操作 

 ・流域内の水環境の保全・創出のための環境用水導入に向けた、関係者間の円滑な調整

の仕組みづくり 

 ・その他、施策効果の定量化技術の開発と、その結果の共有化等 

 地下水の管理 

 地下水については、利用の簡便性、経済性、良質な水質等の特性を生かし、生活用水、

工業用水、農業用水、消雪用水など多様な用途に利用されている。また、かつて高度成長

期に深刻であった地下水の過剰採取による地盤沈下も採取規制や地表水への水源転換等に

より近年では面積的にはおおむね減少傾向にある。しかし、一方では、かつて地盤沈下が

深刻であった大都市地域で地下水採取規模等により地下水位が回復・上昇し、地下構造物

への新たな悪影響を引き起こしている例もある。また、渇水時の急激な地下水採取量の増

加による地盤沈下の発生、地下水汚染や臨海域での塩水化も継続して発生しており、その

対策もおくれている状況にある。 

 地下水は、気候変動による渇水リスクの適応策としての活用や地震等緊急時の水の確保

に対応できる重要な水資源であり、これらの課題に対応するとともに、地下水資源の枯渇、

地盤沈下、地下水汚染等を発生させず、持続可能な形で適正な保全と管理のもとに活用を

図っていくことが必要である。 

 また、地下水は地表水と比較して各種データの整備が不十分であることから、組織的な

データの蓄積・分析、情報共有等の仕組みづくりを行い、水環境系の構成要素としての地

下水の位置づけや特性を明らかにした上で、適正な管理を図っていくことが必要である。 

 このため、総合水資源管理基本計画に以下の事項を掲げ、地下水を適正な保全と管理の

もとに水資源として有効活用を図ることが必要である。 

 ・地下水利用をしている地下水盆と帯水層の状況、利用の現況及び地盤沈下、地下水汚

染等の発生状況 

 ・渇水時等における地下水利用及び地表水・地下水の利用配分等一体的な管理の方針 

 ・適正な地下水利用を確保するための地下水涵養等の保全措置 
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 ・地下水のモニタリング計画、管理のための目標地下水位、地盤沈下・地下水汚染の発

生等緊急時の対応体制 

 また、計画の策定、実施に当たっては、地下水管理に必要な組織的な地下水データの蓄

積・分析、情報共有のための関係者間の連携体制の構築が必要であるとともに、地下水の

管理を実施する実務担当者向けの地下水管理マニュアル整備、地下水保全のための河川余

剰水や下水再生水による地下水涵養と涵養に伴う地下水汚染防止のための仕組みづくりを

行うことが望ましい。 

 さらに、地下水については、水循環を構成する要素であることにかんがみ、公的管理に

向けての位置づけや、条例等の法的規制対象外となっている大口利用者の実態把握及び利

用のあり方についても検討を深めることが望ましい。 

 流域の保全 

 流域の水循環の健全化 

 これまでの都市への人口や産業の集中、都市域の拡大、産業構造の変化、過疎化、高齢

化等の進行、近年の気象変化等を背景に、ふだんの河川流量の減少、湧水の枯渇、各種排

水による水質汚濁、不浸透面積の拡大による都市型水害等の問題が顕著となってきており、

流域の水循環の健全化が必要である。 

 総合水資源管理基本計画は全体として水資源分野における健全な水環境の構築を図るも

のあり、本項ではその中で他の項では触れられていない流域の水循環の健全化を図るため

の以下のような取り組みについて掲げる。 

 ・農業用水路や堀への環境用水の導入など水辺空間の回復・創出 

 ・ふだんの河川流況の改善 

 ・農地の多面的機能の維持・向上（水田の保全など） 

 ・雨水の地下浸透の取り組み 

 ・土砂移動の確保や海岸の養浜、干潟の醸成 

 ・生態系の保全のための取り組み 

 ・水環境保全のための流域住民の取り組みとの協働 等 

 水源地域の保全 

 水資源の起点として、水源林を含め水源を保全し、支えてきた水源地域の多くが、過疎

化・高齢化の進展等によって疲弊し、地域社会としての機能を維持することが難しくなっ

てきており、その活性化が急務となっている。 



 -21-

 上記のような課題を踏まえ、流域全体の理解と協力を得ながら、水源地域の活性化を支

援することにより、水源地域の保全を図ることを目標とし、総合水資源管理基本計画には、

水源地域の保全に関し、以下の項目を掲げる。 

 ・水源地域の現況 

 ・水源地域の活性化の方針 

 ・上下流連携等県域を越えた流域全体の取り組みによる水源地域の活性化のための方策

（地域の活性化に関する既存の制度・事業の活用及び既存の制度・事業と水源地域対策基

金との連携による方策等） 

 上記のような施策を講じるに当たっては、水源地域の果たしている役割にかんがみ、同

地域の極めて脆弱な財政状況に対する十分な配慮が求められる。 

 また、流域全体の理解と協力のもとに水源地域を支える仕組みである水源地域対策基金

等を有効に活用していく観点から、同基金においては、水源地域を取り巻く状況の変化、

水源地域の求めるニーズ及び関係者の意向等を踏まえ、時代に即したあり方を検討すると

ともに、その役割、機能の強化に積極的に取り組むことが望ましい。 

 さらに、近年における環境意識の高揚や民間企業のＣＳＲの動きに連動して、社会全体

の関心を喚起し、誘導するための方策（流域を越えた普及啓発や寄附金の勧奨・募集の取

り組み等）についても検討することが望ましい。 

 必要な措置と体制 

 流域総合水資源管理協議会（仮称） 

 現行の水資源開発基本計画は、具体施策として主として水資源施設の建設を扱い、地域

における需要見通し及び供給施設の想定について、関係都道府県からの意思表示を受けた

上で、安全度に関する地域の意向を踏まえつつ、国の管理部局において考え方を整理し、

策定されてきたところである。 

 これに対し、総合水資源管理においては、需要管理や水質の管理など、これまで以上の

対象の流域の具体的な事情を踏まえた詳細な施策について、関係主体とのきめ細やかな調

整を行いながら検討し、合意を形成して、総合水資源管理基本計画に位置づけることとな

る。 

 また、総合水資源管理基本計画に位置づけられた施策の実施に当たっても、当該流域に

おける関係主体が互いに密接に協議しながら進めていくことが必要である。 

 このため、総合水資源管理基本計画の策定及び実施に当たっては、計画の内容及び計画
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に掲げた施策の実施について協議するため、当該流域を単位として、関係主体による常設

の流域総合水資源管理協議会（仮称）を設けることが必要である。 

 流域総合水資源管理協議会（仮称）は、当該流域における水資源の各分野の利害を代表

できる者が含まれている必要があることから、水資源分野、利水分野（上水道、工業用水

道、農業用水）、河川管理分野、下水道分野、環境分野等を代表する主体によって構成する。

具体的には、国の地方支分部局都道府県等の行政主体のほか、利水者の代表等を加えるこ

とが考えられる。また、総合水資源管理に当たっては、地域住民の理解と協力を得ること

が重要であることから、その意見を適切に聴取し反映する仕組みについても検討すること

が必要である。 

 流域総合水資源管理協議会（仮称）は、広域的かつ多くの分野についての協議を行うこ

とから、その運営に当たっては、地域の実情に応じて分科会をおくことができることとす

る必要がある。分科会の構成例としては、例えば、施設、需要管理、水質などといった機

能別の分科会を置いたり、上中下流ごとや支川ごとといった地域別の分科会を置いたりす

ることが考えられる。 

 情報の共有と公開 

 情報の共有と公開の必要性 

 総合水資源開発基本計画の策定及び実施に当たっては、流域全体の地表水、地下水、下

水処理水の水量、水質が定量的に把握され、関係者間で共有されていることが必要である。

特に総合水資源管理基本計画の策定段階では、施策案の効果や影響がシミュレーションに

より定量的に試算され、協議会においてさまざまな角度から検討がなされることが重要で

ある。また、総合水資源管理基本計画の施策の円滑な実施を図るためには、流域の住民の

理解と協力が不可欠であり、必要な情報が広く一般に公開されていることが必要である。 

 情報の共有と公開の実態 

 地表水、地下水、下水処理水の水量、水質に関する情報は、現在一部分がインターネッ

ト上で公開されているものの、大部分は関係機関に報告されたり公表資料に掲載されてい

るにとどまっていることもあり、関係者や流域住民が流域全体の水量、水質を十分把握で

きない状況である。 

 情報の共有と公開に向けた措置 

 総合水資源管理の各施策を実施するための必要な情報は、測定、報告、公開が不可欠で

ある。具体的には、地表水や地下水を大量に利用する者に取水量や地下水採取量の報告や
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公開を、関係行政機関にも河川水位、水量、水質、ダムからの放流量等の測定結果のオン

ラインでの公開を、準備のための期間に配慮しつつ義務づけることが求められている。 

 あわせて、情報を公開するためのデータベース、情報の所在を明らかにする仕組みであ

るクリアリングハウス、情報のモニタリング体制の構築が必要である。 

 また、総合水資源管理基本計画の策定段階で施策案の効果や影響を試算する際には、水

量や水質に関する情報だけでなくこれらに影響を及ぼす植生や土壌、社会活動等の因子を

考慮するとともに、その手法について、協議会における十分な検討を経て合意されること

が望まれる。 

 施策実施の促進と連携の強化 

 総合水資源管理の内容となる施策は、河川管理者、上水道・工業用水道・農業等の分野

の行政主体や利水者、下水道分野の行政主体や管理者、環境行政主体等によってそれぞれ

の責任において行われるものであるが、総合水資源管理の実効を高めるためには、各分野

における具体的な取り組みが促進・強化されることが不可欠である。 

 このため、本部会における審議を踏まえた具体的な施策に関する検討が進められ、連携

が強化されるよう調整が図られることが位置である。 

【虫明部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対してご意見をいただきたいと思いますが、沖さん、早く

退席したいという情報がありますが、いいですか。 

【沖専門委員】  では、せっかくですので。 

 私、何回かお休みさせていただいたので、もう議論尽くされたのかもしれませんけれど

も、例えば治水に関する計画とのすりあわせというのは、こちらで言っている総合水資源

管理基本計画との関係というのはどういうふうになるんでしょうか。 

【廣木水資源調査室長】  これから関係する計画、いろいろあるんですけれども、これ

は治水に関する計画を含めてあるのですが、この総合水資源計画を実際にやるとすれば、

それらの調整は当然ながら十分に図られる必要がありますし、そのときには今のスキーム

では協議会を通じて調整するということになっておりますので、その関係の協議会の中に

そういう行政主体が入っておりますので、そこで十分な調整が図られるということを今の

ところは想定をしております。 

【虫明部会長】  ただ、促進法でもおそらくそういう問題というのはあったと思うんで

すが、促進法ではどうなっているんでしょうか。法律上。特別項目があるのか。水資源開
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発促進法でも、おそらく多目的ダムのあたりで接点があるはずで。 

【廣木水資源調査室長】  当然ながらそれはございまして、それは７水系において中央

レベルで、当然ながら関係機関と協議することになっておりまして、そこにおいて協議、

調整がなされるということございます。 

【虫明部会長】  わかりました。 

 よろしいですか。 

【沖専門委員】  もちろん治水も、例えば治水的観点から取水施設を改築するとか、い

ろいろそちらからの要望があって計画が立つということもあるでしょうし、消えています

けれども、電力開発をどうするかという点とか、あるいは需要のほうも新たな工業団地を

つくる、あるいはもうあまりないかもしれませんが、都市開発をするといったことという

のが、こういうところに速やかに、調整を図られた上でそちらのほうの計画に逆に乗ると

か、あるいはそういうことができそうなときに必ず水のほうにも連絡が来るというような

体制になるのかどうかということはどうなんでしょう。 

【廣木水資源調査室長】  そのために大事だと思っておりますのは、常設の協議会の設

置ということでありまして、単に計画をつくってさよならという協議会ではなくて、実際

に計画をつくってから、また、事業を実施するのはそれぞれの主体でありますが、それの

事業がそれぞれの整備計画ですか、そういうものにのっとって計画する上でも定期的に集

まるなどして協議して調整を図っていくというのが望ましいということでございます。 

【沖専門委員】  わかりました。大体わかったのですが、これを今、拝見しますと、や

はり利水者、あるいは水資源施設、水資源関連施設に関しては情報を必ず共有するように

と出ていると思うんですね。それも、今もうまくいっていないこともあるので、まずそこ

から始めようということかもしれないのですが、さらにはやはり水資源に影響を及ぼしそ

うなことをやるときに、いかなるときもここに連絡すべしとかいうようなことがほんとう

はないと、やはりまた別にやっていて知らなかったということになろうかと思いますので、

その辺を展望できるようなきっかけでもつくっておいていただかれると、よりいいのでは

ないかなというふうに私は思いました。 

【上総水資源部長】  大変大事なご指摘だと思います。今、きょうここでまとめていま

すのは、どちらかというと治水、洪水調節といったところとの関連というのはほとんど触

れずの形になっています。統合的な水資源管理という国際的な流れからすれば、高い水も

低い水もあわせて考えるべしという考え方が基本に共通認識としてあるわけです。ただ、
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治水のほうは日本の現在の中では河川法という世界がありますから、そことどう連結して

いくかというところは、確かにこの総合水資源管理でどうだというところで、もう少し触

れる必要があるのはそのとおりだと思います。またご意見をいただきながら最終に行くま

でにもう少し整理したいと思っております。 

【三村専門委員】  今、沖先生が聞かれたのと非常に似たような印象、ちょっとよく知

らないので事実の関係を一、二、質問させてほしいのですが、これは流域総合水資源管理

協議会というようなものができて、しかもそれが常設にちゃんと動くと非常にいいという

か、いろいろないいことが起きてくると思うのですけれども、関連する、さっきの例えば

治水の分野でそういうような協議会とか協議体が今あるとか、あるいは計画されていると

いうことはあるのかどうか。 

 それから、例えば水量と水質の一体的管理というところでもそう思ったのですけれども、

考えてみたら、汚濁負荷対策とか総量規制みたいなものは、またそれはそれで随分頑張っ

ている世界があるわけですよね。そういうところには、そういう流域の汚濁負荷対策の協

議会みたいなものがあるのかないのか。もしあるのだったら、そういう協議会を全部一つ

にするのか、あるいは協議会同士の話し合いの場をつくるのか、そういうような解決策が

あるかなと思ったのですが、今、そこら辺の状況はどういうふうになっているんですか。 

【廣木水資源調査室長】  先生がおっしゃるように、個別の目的ごとにそういう会合な

り協議会があることはありまして、例えば渇水対策協議会などがその例でありまして、こ

こで示している渇水対策でやらなければならないこととオーバーラップしている部分がご

ざいます。課題は、そういう協議会のまずは存在ですね、そういうのが既にある。歴史経

過を踏まえてあると。それから経験や実績も有しているということを十分に踏まえて、こ

れから仮に制度設計するとするならば、当然それと連携する、あるいは活用する、そうい

うところを考えていかなければならないと考えております。 

 また、水質におきましても、例えば水質汚濁防止対策協議会みたいなものがございます

ので、そういう協議会、あるいは組織体が持っている経験みたいなものは十分活用してい

かなければいけない。 

 大事なのは、こういう計画によって屋上屋を架すということにならないように、十分に

そういったものを活用する。場合によってはそういうものがそのものずばり、ここで機能

するということになるのかもしれません。そこら辺はこれから考えてまいりたいと思って

おります。 
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【虫明部会長】  おっしゃるとおりですが、ちょっと補足すると、治水については、総

合治水の指定河川とか、あるいは今度できた都市河川新法の指定河川では、流域協議会と

いうのがあります。ただ、一般の河川で治水を対象にしている協議会、それから水質面で

は指定湖沼の協議会、ほかにありますか。それ以外に。 

【曽小川専門委員】  さっきの水質汚濁防止協議会とか。 

【虫明部会長】  それは流域毎にある？ 

【曽小川専門委員】  それは流域毎になっていますね。 

【虫明部会長】  流域ごとにあるんですか。もう、すべての。 

【廣木水資源調査室長】  すべてかどうかはちょっと把握しておりませんが。 

【虫明部会長】  あるけれども、ちょっとここで言っているような枠の中ではないと。

またそれを活用しながらというご理解だったと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【三野専門委員】  多分、今の議論と関係があるのかもしれませんが、この報告のキー

ワードが「総合」と「管理」ということですね。水資源という範囲、総合性というのは、

そのボーダーを超えていろいろなところとの調整が必要になるということだと思うのです

が、そういう意味では水資源の定義がもう一つ、今、私自身、この間からはっきりしない

のと、地下水との総合性というのが今回大きな一つにありまして、それは今の協議会とは

また別の、地下水と水資源というのは、どう総合化していくか。地表水と地下水を水資源

という切り口で総合的に見ていこうというのが趣旨だというのはよくわかるのですが、た

だ、地下水は、地下水自身がまたサブサーフェスウオーターという地下水と、グランドウ

オーターという地下水とは、地下水の中でも全然扱いが違ってきますね。 

 それは簡単に定義されたのでは、サブサーフェスウオーターというのは地下にある水全

部が地下水ですが、地下にある水全部がグランドウオーターかというと、そうじゃないで

すよね。水資源から見ると、水資源の利用は可能な地下水という視点で、動く、流動する

地下水をグランドウオーターと言っていますが、それは多分、有効間隙率というので土壌

の中の分野では分類されまして、大体１０％から２０％程度ですが、サブサーフェスウオ

ーターになると、全間隙の中で全部追い出したとしたら５０％とか６０％。だから、動く

水はその中のごく一部なんですよね。その辺の定義をしっかりしておかないと、少し、こ

の一体的管理ということになると、ますますここで一体性を持って管理する地下水の範囲

というのが非常にぼやけてしまうので、これ、ちょっと今まで議論されていなかったんじ
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ゃないかなという気がいたします。 

 実は、なぜそんなことを言うかといいますと、不飽和部分がグランドウオーターから除

かれていきます。ところが、不飽和部分というのは、環境問題で、これは三村先生のご専

門ですが、土壌の中の地球生化学的循環の中の微生物活動の大半は不飽和部分ですよね。

ここでメタンが形成されたり、あるいは一酸化二窒素の激烈な温暖化効果ガスが生成され

るわけですが、そこの水はこのグランドウオーターとはちょっと、それは水の含み方によ

っても完全に酸化還元状態というのは変わってきます。農業用水になりますと、そこがま

た非常に微妙にかかわってきまして、そこで、ここでいう地下水というのはもう少し厳密

に定義しておいたほうがいいのかなという気がしたために、そういうような言い方をした

のですが、英語に直しますと、多分、これ、グランドウオーターで、サブサーフェスウオ

ーターまで一体的に管理するということはないので、少しその辺をしっかりしておいたほ

うが、後々混乱が起こらないんじゃないかと。 

 それからもう一つ、表題で「総合的水資源マネジメント」になって、中は全部「管理」

になっていますね。マネジメントと管理って、これ、同じ語感なのでしょうか。昔、河川

法改正のときに、実は私、水循環部会に属して、その話をしたことがある。河川管理とい

うのと、水のマネジメントというのは、かなり質的な違いがあるはずで、ここでどうも「マ

ネジメント」イコール「管理」のようなニュアンスで扱われていますが、実は、農業水利

関係では、国際灌漑排水委員会、ＩＣＩＤというのがございまして、そこではオペレーシ

ョン、メンテナンス、マネジメントのＯＭＮという形で一体化して違う定義で扱っており

ます。そういう意味で、少しマネジメントと、それを訳すとどうも日本語では「管理」に

なっちゃうんですけれども、マネジメントを経営と訳す、環境マネジメントは環境経営な

んていう訳し方もありますが、それも何かしっくりいかない。ちょっとここ、言葉の使い

方を少し整理いただくと、もう少しまたマネジメントの中身が浮かび上がってくるのでは

ないかと、そういうふうに感じました。 

 以上です。 

【廣木水資源調査室長】  ありがとうございます。貴重なご意見を承って、これからま

た検討したいと思います。 

 一つは、今考えている地下水の範囲でございますけれども、おっしゃるとおり流動性の

地下水でありまして、化石水等も除外しているような感じですから、日本の場合は、かな

り地下水が速く流れておりますけれども、そういうものを中心として今のところ考えてい
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るところでございますので、それを明確にするようにちょっと工夫をしたいと思います。 

 それから、現在使っている言葉の中で、大分マネジメントという片仮名が減って、管理

という言葉が増えてきたということで、このマネジメント、あるいは管理という言葉、こ

このどこに該当するかということでございますけれども、まず、今まで使ってきたマネジ

メントという言葉、外国でよく使っていますＩＷＲＭ、インテグレートウオーターリソー

スマネジメントのマネジメントに近い概念で、総合的に全体を管理する。ですから、オペ

レーションマネジメントのような狭い、経営ですとかそういうのに近い管理ではないとい

うことでございます。 

 一方で、マネジメントという言葉は片仮名語であって、これからいろいろ制度とかを考

えていく上で、暫時、日本語に変えていかなければいけないという中で、今やりましたの

は、マネジメントといって管理と直接に置きかえづらいものにつきましては、総合水資源

管理という言葉を定義することによって、それをはっきりさせたと、そういう転換を行っ

ております。ちょっとまだ不明解な部分があるかもしれませんので、それはまた考えたい

と思います。 

【虫明部会長】  それは日本語の管理という言葉１つしかなくて、さっきおっしゃった

のに加えると、もう一つ、アドミニストレーションというのが管理なんですね。このアド

ミニストレーションはまさに行政管理のときに使う言葉なんですね。それとは違うという

意味合いを出すのが非常に難しいから、多くの場合、お役所が管理するならアドミニスト

レーションなんだけれども、そうではありませんよと、マネジメントだというのを、さっ

きのような形でちゃんと定義されれば、総合のところにそれがあるんだと。マネジメント

というのはまさにガバナンスの問題も含めているんだという話ですからね、だと思います。

それがわかるようにどこかではっきりしたほうがいいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

【渡辺専門委員】  ２点ほど意見を申し上げたいのですが、まず９ページに総合水資源

管理に関する基本方針（仮称）という項目がありまして、６行だけ書いてあるのですね。

この報告書の中身を見ると、総合水資源の地域の管理協議会で、こういうものをつくれ、

ああいうものをつくれというのは大分書いてあるんですけれども、中央でどのような努力

をしなければならないのかという部分があまり書かれていません。例えば国は一つの国に

なっていまして、地方では下水道の管理者はだれとか、河川管理者はだれとか、また水道

管理者はだれとか、いろいろな主体を分けながら書いているのですけれども、この中の国
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においても、やはり河川の国もあり、下水道の国もあり、水道の国もあり、農業の国もあ

り、いろいろな国もあるわけですよね。そういうものを含めて、国のいろいろな主体が一

緒になって、この方針をつくらなければいけないと思うのです。そうすると、そこの部分

が、「国」という一言になっていて、なおかつ、方針が６行だけ書くのではなくて、もう少

しここのところを充実させて、基本方針でこういうような国の中の機関が一緒になって、

こういう形で、基本計画に書くべき、こういうものをこういうふうに書くとか、もうちょ

っと書かないと、どうもこれは非常に量的に幾ら何でも貧弱じゃないのかなという感じが

しますので、ぜひその辺はよろしくお願いします。少なくとも１ページぐらいは要るんじ

ゃないかなという気もしますので、よろしくお願いします。 

 それから、もう１点ですけれども、２４、２５ページのところですね。必要な措置と体

制の中で、前回、私、確かに言ったことがあって、それぞれの行政主体がそれぞれの責任

において行うべきものも当然入ってくるという話はしたのですが、実際にはこういう施策

の中には、かなりはざまの施策が多いのですよ。河川と水道のはざまですとか、農業と下

水道のはざまですとか、いろいろなはざま施策が多いですよね。そうすると、そのはざま

施策をうまくやっていくためには、新しい法制度なり、事業制度がかなり必要なのだと思

います。ですから、そういうものも今後の措置とか課題の中に、いろいろな行政のはざま

の部分がかなり多いよと。そのはざまの部分をやっていくためには、新しい制度なり事業

制度なり法制度なり予算制度なり、そういうものについてもきちんと対応していく必要が

ありますよということを、もうちょっとこの中で触れてもらえればという感じがしますけ

れども。 

【廣木水資源調査室長】  おっしゃるとおりでございますので、ぜひ充実させたいと思

っております。最初の部分は、大きくなったり小さくなったり、いろいろした結果、こん

なになっちゃったんでございますけれども。 

【虫明部会長】  私が申し上げたのも削除されているのですが、だから、僕の理解は、

まだ調整ができていなくて、後でお話がありますけれども、ある期間をおいていろいろな

意見を聞いた後で具体的な内容を入れて行こうというつもりだと思いますが、やっぱり姿

勢としては書いておくべきで、渡辺さんがおっしゃるとおりと私は思います。 

 それに関連して、１ページの「はじめに」のところですが、最後から３番目のパラグラ

フのところに、「『総合水資源管理』に移行していかなければならない。その関係者は、利

水者、ダムや水路等の水資源施設の整備主体・管理主体や河川管理者、住民」、これでいい
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のかと。で、後のところで出てきているのが、多少違ったのも出てきているし、ここは結

構、調整するときも大切で、例えば、水資源開発施設というのがどこかに定義されていて、

３ページかな。それは上水道施設とか下水道施設とかなっているんだけれども、それがこ

れに入るということで理解できるのかどうかというとわからないけど、もう一つ抜けてい

るのは、気がついておられると思うけど、環境関係ですよね。ここに入っていないんでね、

何か抜けていたら、それこそへそ曲げられるんじゃないかという話で、ここはちょっと慎

重にカバーできるところをちゃんと書いてほしいと。全体を通してそういうところについ

て出てくるものをチェックしてほしいと思います。 

 それから、もう一つ、やっぱりここで総合というようなことと、質量一体というものが

あるのですが、もう１個大きなキーワードは、やはり水系から流域へ、なんですよね。流

域というのは、流域の協議会という形でしか出ていないんだけれども、僕は、思い切って

やっぱり９ページの２のあたりから、文章の中では「流域ごと」とか「流域を単位として」

と書いてあるけれども、流域総合水資源管理と、もう出したほうがいいという感じが非常

に強いです。 

 流域の定義が……どこでしたっけ。 

【三村専門委員】  ６ページですね。 

【虫明部会長】  ６ページ。これは、これですっきりしていいと思うんです。流域とい

うのが、我々、水文学でいうと集水域に一致しているので、流域圏というような言葉を分

けて使っていたけれども、むしろ流域というのはここで、水文学でいうのは集水域だと。

それに加えて利水域、排水域、氾濫域というのを流域だというんだと、こういう定義をし

て、それをターゲットにするということをはっきり打ち出すためにも、流域総合水管理と

いうのは最初から表題に出るようにしたほうがいいというのが私の感じです。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

【小泉専門委員】  よろしいでしょうか。 

 １９ページのところなんですけれども、再生水の利用の促進の一番最後になお書きで１

９ページの一番上に、下水再生水については需要側の対策として整理しているが、この後

の「供給側の対策の側面もあわせ持っている」という、この言葉がちょっと私、説明をお

聞きしていて理解できなかったものですから、これ、公になりますよね、この文章は。で

すから、もうちょっと、もし書くなら、少し具体性を帯びて書いていただければありがた

いかなというところでございます。それが１点目ですね。 
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 それから、少し戻っていただいて、６ページの２が終わる、３の始まる前に、「水の供給・

処理は電力等のエネルギーを大量に消費している側面があり」という、「大量」という言葉

の定義になるんですけれども、水道でしたら０.８％程度だし、下水道でも１.２％程度だ

ったと思うんですが、電力的にはですね。ですから、おそらくこれは「大量に消費してい

る」という言葉が、それだけひとり歩きすると、今使っている、例えば水道水というのは

非常にむだであるという、そういう社会風潮はあるんですけれども、ある意味では効率的

に処理はされているわけだし、ある程度必要に応じて、場合によってはその水を使って、

ヒートアイランド対策をするのも、私はいいというふうに思っておりますので、この辺の

言葉、大量は大量なんですが、ちょっとその表現をうまくやっていただければと思ってお

ります。これが２点目です。 

 それから、１ページ目にちょっと戻っていただいて、先ほど１ページの話もありました

が、ちょっと気になったのは、下から６行目「上・中・下流等を総合的・一体的に捉えて」、

で、その後また「水資源を総合的にマネジメントする」という、「総合的」が非常に重なっ

てくるものですから、この辺が一体的というか全体的にとらえるのか、あまり総合的とい

うのをいろいろなところで使わずに、最後ここぞというところに使っていただければと思

います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

【虫明部会長】  はい、ありがとうございました。 

【廣木水資源調査室長】  そのように修正させていただきます。最初の部分でちょっと

わかりづらい、下水処理水が需要面だけでなく供給面でも書くべきみたいな表現があった

というところは、もともと再生水は水を大切に使うという、需要をなるべく少なくすると

いう意味で分類整理をしてここの項目に入れたのですが、よく見ると、その出てきた再生

水というのは、もう１回、それが水の供給側に回るということになるので、分類を一応、

今、需要側で記載しましたけれども、供給の項目に分類してもいいぐらいの、そういうも

のでもありますということを言いたかったのですが、それが舌足らずだったということな

のでちょっと工夫させていただきます。 

【三村専門委員】  ９ページの枠囲いで書いてある総合水資源管理基本計画のところな

んですけれども、総合管理をやるということの一番骨格的な部分は、こういう基本計画を

つくって、それをきちんと回していくということだと思うんですけれども、基本計画であ

れば、例えば対象地域はどこにするのかというのはちゃんと書いてあるとか、それから、



 -32-

あと、目標期間というのは何か議論されたんですかね。未来永劫ずっと同じ基本計画でと

いうことはないと思うので、何年かやって、それをちゃんとチェックして、次の新たな課

題に対して次の基本計画をというふうに回っていくんじゃないかと思うんですけど、そう

いうきちんと施策を実施して評価をして次の基本計画をつくってという、そういうサイク

ルを組み込むということが必要なんじゃないかなと思いますし、目標期間というのはどれ

ぐらいをイメージされておられるのかというのを教えていただきたい。 

 それから、もう一つ、ちょっとこれはいいのかどうかよくわからないことなのですが、

前のほうに書いてあることを見ると、通常の状態であれば、水資源の供給とかそういうも

のについてはある程度国民のニーズを増やすようなことができるようになってきたと。と

ころが、異常時に対してはいろいろ課題があるということを書いてあるわけですよね。そ

の異常時の話は、この話の中では、１３ページの地震の災害とか水質事故のときの対策と、

それからまた後ろのほうで需要対策の中に渇水時における対応というのが書いてあって、

似たような話が何か２か所に分かれているような気もするのですが。 

 特に、前の１３ページの地震時の対策のところには、ややハードなことがいろいろ書い

てあるんですけれども、例えば他府県からの援助をどういうふうにするのかとか、そうい

うソフトな対応の体制とか、そういうようなこともこの計画の中には入れておかなければ

いけないんじゃないかなと思うのですが、その２つに分かれているものの対応。それから、

ハードな対策とソフトな対策の関係というのがどういうふうになっているのか、ちょっと

教えてください。 

【廣木水資源調査室長】  最初のご質問で、この計画の期間という話がございました。

まずはその対象地域や計画は、当然、ここに記載しなければならないということはおっし

ゃるとおりなので、これは反映させていただきます。 

 それと、今のところ想定しているのは、現在の推測に基づくフルプランは１０年から１

５年になっていますので、事務方の印象に過ぎませんが、同じぐらいかなと思っておりま

す。それが１点でございます。 

 それから２つ目に、地震時と渇水時の対応が別のところに書いてあるというところで、

ここは、一緒にしようか離そうかという議論もあったのですが、今のところ、渇水時の対

応というのは、平常時からだんだん水が少なくなって、通常対応していったらほんとうに

足りなくなって、と思ったら、さらに大渇水になっちゃったと、段階的になるものですか

ら、地震みたいに、それ地震だ、全部壊れた、みたいな対応とちょっと違うもので分けさ



 -33-

せていただいたというところがあります。 

 それから、ハードとソフトの組み合わせというのは、まさにおっしゃるとおりだと思う

ので、この中にちょっとハードに偏った書き方がしてあって、少しソフトがどういうふう

に入れ得るのかというのを検討させていただきたいと思います。 

【虫明部会長】  今の三村先生がおっしゃった、８ページの図は結構、文章読むよりは

この中に基本的なものが入っていたほうがいいと思いますので、さっきのお話で言うと、

国のほうというか、基本計画の策定はいいんだけれども、先ほど廣木さんの説明で、流域

協議会というのは計画策定にも関与するけれども、その実施のフォローアップもやるんだ

ということは、ここに入れておいたほうがいいと思うし、それから先ほど申しました河川

管理者、利水等によるって、これ、河川管理者と利水だけじゃないでしょうというような、

ここら辺を、エッセンスだからちゃんともう１回見直して書いておいたほうがいいと思い

ます。 

【廣木水資源調査室長】  わかりました。 

【虫明部会長】  ほかにいかがでしょうか。 

【槇村特別委員】  ７ページと、後のところとちょっと関連するのですけれども、一番

下から３行目のところですが、この総合水資源管理というところでは従来、いろいろ難し

いし、これから連携ということを考えているのだと思うのですけれども、「したがって、密

接な関係を有する治水、環境等の分野における取組についても」ということで、治水と環

境というふうに書いてあるのですけれども、総合的ということが考えられた場合、上流と

いうことになれば森林みたいなものが重要になるのですが、この「環境等」の中に森林が

入っているのかどうか。もし入っていなければ、やはり上流の部分で、やはり森林に関連

する言葉をやはり入れておいたほうがいいかなと思うんですけれども、それがどうかとい

うこと。 

 それから、それに関連いたしまして、２２ページのところの②「水源地域の保全」とい

うことで、「水源地域の起点として、水源林を含め水源をおりませんし、支えてきた水源地

域の多くが」云々と、書いてありまして、「その活性化が急務となっている」という文章が

ございますのですけれども、なぜ地域の活性化が急務であるかというと、そのところに森

林という非常に重要なところがあるということで、ここの中にそういう言葉がないので、

水源地域の水源林を含めた、それを保全している地域だけのことが書かれているように思

いますので、まあ、水源林という言葉が入っているのですけれども、もうちょっと森林に
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関係することを書いたほうが、なぜそれが必要かということがすごくわかりにくい。人が

いても森林が整備されていないと意味がないわけですので、ちょっとそれに関係する言葉

を少し入れたほうが、水源地域の保全、活性化というところが非常によくわかるかと思い

ます。 

【廣木水資源調査室長】  ７ページのほうには当然ながら森林も入っているつもりでご

ざいます。横並びでどういうふうに表現し直すかちょっと考えさせていただきます。 

 それから、２２ページのほうにつきましても、森林という言葉を入れるべく調整させて

いただきたいと思っています。 

【槇村特別委員】  それから、言葉……６ページのほうですか、総合水源管理への転換

の必要性ということで、最後のほう、「気象変動を見据えた水源開発も含め」というのは、

これは気象変動でいいんですか。気候変動の間違いか。 

【廣木水資源調査室長】  気候です。 

【槇村特別委員】  気候でよろしいですか。はい。 

【虫明部会長】  ちょっと今、２３ページを見ていたら、民間企業のＣＳＲ、何か、社

会貢献という意味だろうと思うけど、僕もね、これ、よく使われるんだけど知らなくて、

最近、インターネットで社会貢献とわかったので、何か、ＣＳＲだけでそんなにみんなが

わかる言葉になっていないんではないかという気がするので、ＣＳＲと括弧でもつけたほ

うがいいんじゃないでしょうか。 

【廣木水資源調査室長】  わかりました。「企業の社会貢献活動」というふうに直させて

いただきます。 

【飯嶋特別委員】  流域協議会ですべてのことを議論するということで、いろいろな関

係主体が入っているんですけれども、ここで都道府県という立場でこの協議会に参加した

ときにどういうことになるのかなと。現行のフルプランですと、あくまでも水資源開発と

いう１点に絞って議論がされておりますので、比較的調整はしやすい。水関係の国との関

係もそれぞれ直結していますので、そんなに難しいことではないだろう。しかし、この範

囲で管理ということになると、行政全般にわたる事柄が全部網羅されてきているわけです。

そうすると、都道府県の立場で庁内をどういうふうに調整したらいいのかとか、これをど

こが所管したらいいのだろうかということで、そういうことでイメージが非常にわきにく

い。これはえらいことになりそうだという感じがいたします。そういった意味で、すべて

協議会の中で調整をするということは、現実的にできるのだろうかというふうに危惧して
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いるわけです。 

 そこで、国の果たす役割というのが、どの辺まで来るのか。利水者の負担に求める部分

もあるし、行政的に財源を投入してやる部分もあるし、それぞれの省庁が行っている施策、

そういうものがトータルとして１つの目的に向かって進める、そのための協議会だと思う

んですけれども、果たして流域協議会というのがそこまで機能し得るのだろうかと、ちょ

っとそんな心配がいたします。これ、感想でございます。 

【廣木水資源調査室長】  ご指摘、おっしゃるとおりでございます。２つの側面がある

と思っていまして、一つは、協議会の扱うべき内容が多岐にわたって、例えばそこに県の

代表が出てきて、１人の県の代表で済むかという問題があって、それに対して今、項目ご

とに分科会というのを置いて、その分科会の中で一番適切な者である、例えば場合によっ

ては利水者がそこの県の代表として出て、水道企業庁とかそういう方が出てくることもあ

ると思いますし、主として水質であれば、環境部の方が代表してくることがあるというこ

とが１点あると思います。 

 それから２つ目で、そうはいいつつも、出先は出先、地方は地方で、国の方針もあるだ

ろうというところで、ちゃんと方向性が出し得るのかというご指摘かと思うのですが、そ

れはここで協議会ですべてを決めて計画ができるというスキームに必ずしもなっていなく

て、あくまでも協議会というのは、そういう計画案について協議をするということになっ

て、最終的には国が計画を責任持ってつくるというスキームになっておりまして、ただ、

国が今までのように全部決めてしまう計画では、これだけ多岐にわたるいろいろな項目を

扱うのに地元の状況を全部把握しきれないということで、役割を分担して、最終的に国が

つくるんだけれども、それに関しては地方のいろいろな利益を代表し、かつ、事情にも詳

しい地方の方々が集まって話をして、その中で一番基本的なエッセンスを抽出する。それ

に基づいて計画が、国において作成されるという、今のところはそういう形になっており

ます。 

 ただ、実際にもう少し詳細な制度を考えていかないと、実際、先生がご指摘のように機

能するかどうかというのをしっかり見据えていく必要があると考えてございます。 

【上総水資源部長】  若干補足させていただきますと、この資料の８ページです。背景

に四角と、少し丸みのある四角と書いてあります。何の説明も入れていないわけですが、

この四角のほうは、実はこれ、国のイメージです。丸みを帯びた四角、これはその流域と

いうイメージで、これ、こしらえてございまして、〇〇川流域総合水資源管理基本計画と
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いうのは、実は国が策定する。ただ、実質、いろいろな中身は、ピンクで書いてある協議

会が議論をしてやると。形式的には協議というようなことかなという格好で、これ、書い

てあります。これは少し参考にしたのが、国土形成計画法という、全総計画にかわる計画

体系でありますけれども、それがこれに近い形であるわけであります。したがいまして、

国土形成計画の中でも協議会というのがあるわけですが、これがうまくいっているかいっ

ていないかというのは、いろいろ評価が分かれるかもしれませんけれども、イメージして

いるのはそういったところで、相当広範囲なことを、その地域で、その流域で代表が入っ

て協議しましょうと、こういう枠組みが必要じゃないかということで示したものです。 

 これが実際に水の関係でどういうメンバーで、どういう形で、ほんとうに機能できるか、

前回も渡辺委員からもありましたように、事務局はどうするのかといったところは、確か

に相当これからまだ詰めていかなければならない部分だろうと思います。そこは、思い切

って何か、きょうの調査企画部会として、もう少し具体の姿の案を提示してもいいのかも

しれませんけれども、これもう少しいろいろな人の意見を聞きながら詰めていったほうが

いいかなというのが事務方の思いで、きょうここまでの示し方をしているという状況です。

実際、ここが、協議会がほんとうに機能しない限り、今議論していただいているようなこ

とは進まないだろうというのは認識しているつもりでございます。 

【児玉専門委員】  今の議論についてちょっと感じたのですけれども、この総合的な水

の管理というのを、何のためにやるのかという目的が初めに書かれていると思うんですけ

れども、「安全でおいしい水や豊かな環境を望む国民の期待への対応など」というふうにあ

るんですけれども、基本的にはいろいろなリスクがあって、それに対応するために総合的

水管理をやらなくちゃいけないという立て方になっていると思うんですけれども、今の話

を聞いていると、行政機関のかかわりとか対応をこれからどうするかということを含めて

考えると、目的自身を流域住民の安全と利便と生活の向上とか、そういったものに置いて

おくという立て方もあるんじゃないかなと思うんですよね。 

【虫明部会長】  そのとおりです。ほんとうは。ほんとうはそこは、それこそこういう

ことを言っているのは、やっぱりそう書いたほうがいいよね。 

 ありがとうございました。 

【曽小川専門委員】  先ほどの話ですけれども、協議会の分科会等でやるという話にな

ると、前回も出た話なんですけれども、結局、既存の目的別にぶつぶつ切ったという形に

なって、総合水資源管理という形になかなかならないということで、ぜひ全体として総合
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的というところになるように、それぞれの協議会というものを位置づけていただきたい。

それが１つ。 

 それから、先ほど小泉先生のほうからお話いただいた１７ページのところで、廣木さん

からもご回答があったのですが、下水処理水の利用の問題について、これは私どもが出し

た意見ついてお答えいただいた形がこういう形になっているんだと思うんですけど、実は

１５ページのところの需要の管理というところに入っているんですね。再生水をある種の

水資源という位置づけにするならば、実は、このもう一つ前の施設の整備及び運用並びに

維持管理のところに入ったほうがおさまりはいいのではないかということです。それは多

分、もう少し考えると、１３ページのところで新たな施設の整備とか書いてありますので、

そこで読めなくもないのかなとは思いつつ、今回のこの委員会、部会の中でも再生水とい

うことは大分大きく取り上げられておりますので、そちらのほうが座りがいいかなという

のが１つです。 

 それから、細かいことですけれども、２１ページの一番最後のところ、２行なんですが、

「条例等の法的規制対象外となっている大口利用者」と、こういうように読むと、何か大

口のほうが規制されていなくて、小さいところが規制されているような感じも……。多分、

規制されていない大口利用者ということだと思うのですけれども、ちょっとそこは言葉の

整理をしていただいたほうがいいのかなと思います。 

【虫明部会長】  相談するということで、要するに、雨水、再生水というような並びで

今まで出てきたからこうなっているので、おっしゃるとおり、雨水利用よりも再生水利用

のほうが重要だということだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【小泉専門委員】  さほど、計画期間といいますか、お話が出たのですけれども、フル

プラン云々で１０年程度ということだったかのようにお聞きしましたが、本来こういった

総合水資源管理というのは、１００年オーダーとか２００年オーダーで考える必要もあろ

うかと思っております。それで、そういったことを考える、国家１００年の計とか考えて

いることが国交省の中にあるのかちょっとお聞きしたいのですが、例えば１０年ごとに考

えていったら、老朽化という話はかなり大分いろいろなところに出てきましたので、施設

の更新云々で、老朽化していく施設を何とかしなければいけないということで、この報告

書の中にも出ているのでよろしいかとは思うのですが、せいぜい１０年の間でしたら、例

えばダムあたりの１００年もつような話であれば、まだ顕在化していないわけですね。と
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ころが、例えば１００年、２００年のオーダーで考えていったときには、そういったもの

を放置すれば、高度経済成長期につくったものが一気に老朽化する。更新の時期を迎える。

そうしますと、日本の国家というものを考えたら、降った雨は即流れてしまうわけでして、

そういったものをどうやってローテーションで更新していくのか。その辺を考えるところ

が、やはりこういった水資源管理には私は必要だというふうに常々思っています。 

 ですから、そういったところのロングスパンで考えているところがあるのかないのか、

戦略的にですね。その辺のところのお話を伺いたいのが１点と、それから、先ほど、大量

にエネルギーを云々という話のところでコメントしましたが、太陽エネルギーをそれこそ

大量に利用しているのは雨ですよね。蒸発してもらって、上流の位置エネルギーの高いと

ころへ持っていってくれると。これは太陽発電をやるより、風力発電をやるより、はるか

に太陽エネルギーを有効に利用しているということなので、今の取水の位置といいますか、

水源の、水利用の仕方をもっと下流で取水するのではなくて、なるべく上流で取水したほ

うが水質的にもはるかにいいわけですし、位置エネルギーという意味でもエネルギーを持

っているということですので、そういった今の水利用の仕方から、もうちょっと少しずつ、

１００年ぐらいのスパンでも結構だと思うのですが、できるだけ上流のエネルギーのある

水を使っていくような考え方ですね。そういったものも、どこで検討されるのかなという

思いがありまして、もし何かありましたらお話しいただければと思いますし、コメントと

して置いておいても結構だと思っています。 

【廣木水資源調査室長】  ロングスパンで検討している部署がないと私がここで言い切

ってしまいますと、あちこちからおしかりを受けるかもしれませんので、とりあえず私は

経験したことがないというぐらいの話で。確かにおっしゃるとおり、そういう超長期で水

資源のことを考えるということは、我々の言っている長期というのはせいぜい２０年とか

そういうものでありますので、課題として受け止めさせていただきたいと思っております。 

 それから２つ目の位置エネルギーにつきましては、この中間取りまとめといいますか、

この部会の事務局としてもなるべく現況は、今までは河川の水の量に注目していたんだけ

れども、量だけではなくて、その水が出発している位置も大事だということも踏まえて、

例えば取水地点についてもっと位置エネルギーを考えることも必要じゃないかといったこ

とを、この中で多少盛り込んでおって、そういう意味では、私ども事務局がそういうこと

を考える部署であるというふうに認識しておりますし、そっちの方向でさらに、温暖化等

もありますので、考えてまいりたいと思っています。 
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【小泉専門委員】  どうぞよろしくお願いします。 

【三村専門委員】  今の、ショートタームで考えるか、１００年で考えるかという話な

んですけれども、１ページのところで総合的な管理というものは何を考えているかという

ことを定義してあるところがあって、気候変動の話を考えている。それから、下から７行

目ぐらいですけれども、水量と水質を一緒にとらえるようにするのが総合的だと。それか

ら、平常時と緊急時をあわせて考えるのが総合的だと。それから地表水と地下水・再生水

を考える。それから上・中・下流であると。 

 私はもう一つ、現在のニーズと将来の潜在的なニーズというか問題をあわせて考えると

いうような視点を持つというのが総合的な管理の中の非常に重要なポイントなんじゃない

かと思うんですよ。だから、何十年か後に、今のままずっと、ただ目先のことでやってい

ったら、あるときどっと直さなければいけないものが出ちゃうとか、気候変動の問題にし

ても、私自身は、今起こっていることというのは最初の走りが起きているので、将来もっ

といろいろなことが起こるだろうと。今起きていないんだけれども、そう言われているし、

そういう予測があるので、それに対する対策を今から手を打っていくと、将来の負担がず

っと軽くなる。そういう話だと思うんですよね。ですから、目前のニーズと将来の潜在的

なニーズとをあわせてマネージするというのも、何か視点の中に入れておくと、今のよう

なお話というのは、僕は両方考えなければいけないことなんじゃないかと思います。 

【虫明部会長】  私もそういうふうに考えるのですが、超長期のある種の見通しのよう

なものが立つものについては考えているということで、それは文章の中に入れるかどうか

は別にして、で、当面の計画だというふうに思っています。 

 ちょっと先ほどの小泉さんのお話というのは、具体的な例としては１３ページなんです

ね。技術的な話なんですが、１３ページの既存施設の活用の中に、よく今までこの検討会

でも出たと思うのですが、ダムのリハビリの話ですよね。容量の回復。それが出たり消え

たりして、消えたんだけれども、これは超長期ぐらい、もしくは３０年、４０年の話で出

てくる話だし、これはあえて消したのか。これを議論したとき、沖さんは、エネルギーを

考えるというようなことを言ったような記憶が僕はありますけれども、ここであえて消し

ているのは何か理由があるんですか。昔は出ていたと思うんだけれども。 

【廣木水資源調査室長】  ちょっと消したつもりは全くありませんでしたので、おそら

くは手違いかと思います。 

【虫明部会長】  まあ、昔から言われているし、入れたほうがいいんじゃないかと思い
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ます。 

【廣木水資源調査室長】  もしかすると、既存施設の改築、維持・管理で入っていたの

がそこから字数の関係や何かで抜け落ちたかもしれませんので、再度、精査いたします。 

【虫明部会長】  一応、構想としてはあるし、入れておいたほうがいいと思います。 

 それから、もう一つ、細かい話というか、表現の問題で、２５ページの下から２つ目の

パラグラフで下から３行目、「水量や水質に関する情報だけでなくこれらに影響を及ぼす

植生や土壌」、何で影響を及ぼすのが植生と土壌だけなのか、何となく違和感があるんだけ

ど。魚だって影響を受けるだろうし、いろいろあるんじゃないかと思うんだけど植生と土

壌と。土壌があえて出てきたあたりが、ちょっと私、奇異に感じたのですが、何か理由が

あるのでしょうか。ここはもうちょっと広い環境に対する影響があるんじゃないかと思い

ますけど。 

【廣木水資源調査室長】  例示的に言って、影響を及ぼされるじゃなくて、影響を及ぼ

すほうで、植生と土壌が代表してしまったんだと思うのですが、再度、ちょっと言葉を吟

味いたします。 

【虫明部会長】  いや、関係者とかからいろいろ文句が出るんじゃないかと。 

【渡辺専門委員】  この総合水資源管理基本計画が、事務局のほうではフルプラン水系

をかなり最初は意識しているという話ですが、もともとフルプラン水系は複数県にまたが

る需要の調整という位置づけが非常に高いんだと思うんですよね。この話はそちらよりは

どちらかというと、水に関するいろいろな主体の調整のほうが大きいと思います。そうい

う意味では、県が幾つもまたがって、そこでさらにいろいろな主体がまたがると、ものす

ごい大変なことになると思うんですよね。ですから、将来的にそれを意識するのはいいん

ですけれども、初めにあるのはやはりもう少し狭い範囲の、ここで悪いですけど、例えば

多摩川であるとか、非常に問題の大きな川であるし、いろいろな主体がかかわっています

が、地域的には、かなり東京都が中心になっています。そういうような、あんまり複数県

にまたがるところを初めからターゲットにしちゃうと、県の調整だけで疲れちゃって、い

ろいろな者の調整より以前の問題がいろいろあるので、その辺は７水系が中心だという話

をしていましたが、必ずしもそうではなくて、初めは７水系でないところから始めたほう

がいいのではないかなと、こんな感じがしますけれども。 

【虫明部会長】  承っておきますということで、きょうはね。そのとおりだと思います。

難しいですね。 
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 それでは、もう時間も大分迫っているのですが、ほかにご発言ございますか。 

【三野専門委員】  先ほども議論があったのだと思うんですが、この基本計画の期間と

いう議論の中で、計画の管理ということがまた必要になってくるんじゃないかと思うんで

すね。ＰＤＣＡサイクルが大体ある程度計画を管理していくときの基本的なパターンにな

っていますので。何かその辺を、基本計画と、もう一つ何かそれをアダプティブに、時々

の社会に合わせるようなことも少しあったほうがいいような気がいたします。 

【虫明部会長】  わかりました。先ほどの流域協議会の役割のようなところとあわせて

つけ加えて、わかるようにしていただきたいと思います。 

 それでは、ほんとうにたくさん貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。

これを入れて、この案を修正をしたいと思いますけれども、その取りまとめについては一

応、私と事務局にお任せいただいて、また修正したものを皆さんにお回しして修正すると。

実は、この後から説明がありますけれども、この取りまとめを最終に向かってどういう形

でやるかというプロセスがありますので、その中でもいろいろご意見を聞く機会がありま

すので、そういう方向で一任していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

 どうもありがとうございました。それでは、その中間取りまとめの取り扱い、今後の最

終取りまとめに向かっての進め方について、事務局からご説明ください。 

【廣木水資源調査室長】  先ほど、１枚紙をお配りいたしましたけれども、今、部会長

からお話がございました、取り扱いと今後の進め方について少しご説明いたします。 

 中間取りまとめは先ほどもご説明いたしましたように、これまでの部会における議論を

現時点で取りまとめたものでございまして、何回かご助言もございましたけれども、これ

の具体化に向けてはまたいろいろな作業も必要になってまいりましょうし、また、幅広い

合意をとっていくということも必要だと考えております。そういう意味で、水に関係する

いろいろな関係者主体や一般のご意見も聞きながら議論を進化させてまいりたいと考えて

ございます。 

 そういうことでございますので、今後、こういうことで進めたらいかがかという案でご

ざいますけれども、一つは、幅広い意見の聴取ということで、この中間取りまとめは近々、

国交省水部のホームページで公表させていただきたいと存じておりますけれども、あわせ

てこのホームページにおきまして、それに対する意見を求めて、広く一般の方の意見をイ

ンターネットを経由して求めたいと考えてございます。 
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 また、あわせまして関係主体に対しまして、利水者ですとか、非常にこういう計画に対

して深く関係される関係主体というのがいるわけでありますので、部会のほうにお願い申

し上げましてヒアリングを実施してはいかがかと考えております。例えば都道府県の担当

の方、あるいは利水分野、上水、工水、農水等ございますけれども、担当の方、あるいは

下水道、そういった関係の方、適切な方を対象といたしまして、この年内に何回か部会の

委員の方々のご出席をお願いいたしまして、ヒアリングを行いたいと考えております。 

 そして、最後に、取りまとめの目途でございますけれども、本年末をめどに部会として

の取りまとめを行っていただければ大変ありがたいと、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

【虫明部会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明について何か

ご意見ございますでしょうか。こういう手順で進めるということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

 どうもありがとうございました。それでは、こういうことで進めさせていただきたいと

思います。 

 それでは、非常に活発なご意見をありがとうございました。きょうの議題はこれで終わ

りましたので、事務局のほうにマイクをお返しします。 

【西川水資源政策課長】  部会長、どうもありがとうございました。 

 事務局から今後の予定等について説明をさせていただきます。事務局といたしましては、

本日のご議論、ご指摘を踏まえ、部会長のご指示に従って中間取りまとめをまとめ、委員

の皆様方にお送りするとともに公表させていただきたいと存じます。また、先ほどお決め

いただきました方針にのっとって、今後の部会のご審議に向けて準備をしてまいります。

次回の具体的な日時、場所等につきましては、改めてご連絡をさせていただきます。 

 また、本日の資料及び議事録につきましては、準備ができ次第、当省ホームページに掲

載をいたします。なお、議事録につきましては、その前に委員の皆様方に内容確認をお願

いする予定でございますのでよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、以上をもって閉会とさせていただきます。本日は長時間にわたり熱心なご議

論をいただきましてありがとうございました。 

 

── 了 ── 


